
 

 

令和５年度事業報告書 

 

１．事業の実施状況 

 

（１）基金拠出金の受け入れと東北医科薬科大学への助成金の交付 

・令和５年度は、東北医科薬科大学に対し東北地域医療支援修学資金（資金循環型・宮城県枠）

助成金 8.725億円、東北地域医療支援修学資金（資金循環型・東北５県枠）助成金 1.425億

円の交付を実施した。 

・機構は「東北地域医療支援修学資金（資金循環型・東北５県枠）原資助成基金」において令

和６年３月２９日に、学校法人東北医科薬科大学から 1.5億円の拠出金を受け入れた。 

 

（２）助成基金の運用 

・令和５年度基金運用計画（令和５年３月２８日理事会承認済）に基づき、運用予定額 40.5億

円のうち令和４年度末に先行運用を行った９億円を除く 31.5 億円について、以下のとおり

運用を行った。 

三井住友信託銀行 コーラブル定期預金 6.0億円 期間 2年  利率 0.025％ 

三井住友銀行   コーラブル定期預金 3.0億円 期間 3年  利率 0.034％ 

三井住友銀行   コーラブル定期預金 3.5億円 期間 4年  利率 0.095％ 

七十七銀行    期日指定定期預金  14.4億円 期間 131 日 利率 0.002％ 

みずほ銀行    コーラブル定期預金 4.6億円 期間 3年  利率 0.140％ 

 

（３）理事会、社員総会の開催 

・以下のとおり理事会及び社員総会を開催した。 

第８回臨時社員総会 令和５年５月１２日書面決議 

協議事項 １．理事１名選任の件 

 

第２８回理事会 令和５年６月７日開催 

協議事項 １．令和４年度決算及び事業報告の件 

     ２．業務委託契約締結及び利益相反取引承認の件 

 

第８回定時社員総会 令和５年６月７日開催 

協議事項 １．令和４年度決算及び事業報告の件 

２．理事及び監事選任の件 

 

第２９回理事会 令和５年６月７日開催 

協議事項 １．代表理事選定の件 

 

第３０回理事会  令和５年１２月２０日書面決議 



 

協議事項 １．利益相反取引承認の件 

            ２．令和５年度東北地域医療支援修学資金原資助成基金募集の件 

              ２－１．募集要項制定の件 

              ２－２．契約書締結の件 

            ３．事務局構成員選任の件 

            ４．東北地域医療支援修学資金制度一部変更の件 

 

第３１回理事会  令和６年２月９日書面決議 

協議事項 １．「東北地域医療支援修学資金に関する変更協定書」締結の件 

     ２．「東北地域医療支援修学資金（資金循環型・東北５県枠）に関する 

協定書」締結の件 

            ３．東北医科薬科大学「東北地域医療支援修学資金貸与規程」一部改正 

及び「東北地域医療支援修学資金貸与規程施行細則」制定の件 

 

第９回臨時社員総会  令和６年２月１９日書面決議 

協議事項 １．定款変更の件 

 

第３２回理事会  令和６年２月２９日書面決議 

協議事項 １．「会員規程」廃止の件 

     ２．「東北地域医療支援修学資金原資負担金取扱規程」制定の件 

     ３．「東北地域医療支援修学資金原資助成金交付要綱」一部改正の件 

 

   第３３回理事会 令和６年３月２２日開催 

        協議事項 １．令和６年度基金運用計画の件 

           ２．令和６年度事業計画の件 

           ３．令和６年度収支予算の件 

           ４．情報公開規程一部改正の件 

           ５．定款変更及び会員規程廃止に伴う諸規程の一部改正の件 

 

第１０回臨時社員総会 令和６年３月２２日開催 

        協議事項 １．令和６年度事業計画の件 

          ２．令和６年度収支予算の件 

 

第３４回理事会  令和６年３月２８日書面決議 

協議事項 １．業務委託変更契約締結及び利益相反取引承認の件 

 

 

２．業務の適正を確保するための体制の整備について 

・宮城県の情報公開条例第 38 条第 2 項第 1 号に掲げる「特定出資団体等」の指定を受けた法



 

人であることを踏まえ、宮城県が制定するモデル規程の改正に伴い、情報公開規程の改正を

行った。 

・学校法人東北医科薬科大学の事務職員が本法人の事務局構成員として事務を担っている実態

を踏まえ、法人間の権利義務関係を明確化するため、業務委託契約を締結した。 

・修学資金制度の見直しについて、宮城県、学校法人東北医科薬科大学及び東北各県の関連機

関と協議の上、協定書を締結した。また、関連規程の改正及び制定により、変更後の制度の

適正な運用のための体制を整備した。 

以 上 


